
「関係」 としての人間的 自然
『人倫 の体系』第一部の位置※

斎 藤 稔 章

『人倫 の体系』(1802/03.以 下 、引用 はUllstein版 に基づ き、SdSと 頁で略記 す る)

は 「絶対人倫 の理念」 の認識 を目的 として人倫的 自然一 「人倫性 としての人間的 自然」

一 の諸 階梯(諸 勢位)の 必然 的連 鎖 を論 ず る人[倫 的本]性 論 で あ る。 この 草稿が

「人倫の体系」 と命 名 され た理 由が奈辺 にあ るか は別 として、 「人倫 の体系 」 には二つ

の意味合 いが看て取 れる。第一に 「人倫 の体系」 とは人倫的統体 それ 自身を指す。即 ち、

「体系 と しての人倫 」(SdS.64)、 「真実 な ものは人倫の体系 である」(SdS.71)、 「先行 す

る勢位 に於 いては、人 倫の体系 は その静止 に於い て具 体 的に示 された」(SdS.77)な どと

言われ る場合 の 「人倫 の体系」(以 下、 「人倫 の体 系A」)で あ る。第二 に 「人倫 の体

系」 とは この草稿 の叙 述 の全体 、即 ち絶対 人倫 の理念が認識 され るに至 る展 開過程全体

を示 す。人間的自然 が如何 に して、先ずそ の源初 の姿か ら様々 な相対 的統体 を成立 させ 、

に も拘 わ らず結局 はそ の人倫性 を十全 に発揮 してそれ らを止揚 し、絶対 的統体 即ち 「人

倫の体系A」 を構築 し、 自 らの真実の権利 を実現す るかを、この 「人倫 の体系」(以 下、

「人倫 の体 系B」)は 認識論 的に構成 す る。

「人倫 の体系A」 の要 石 は 「絶対 人倫」 で あ る。 「絶対 人倫 」 は一切 の個 別性 を止揚

した 「絶対 的非利 己性 」(SdS.65)で あ り、法 律 と経済の 論理か ら自 由に 「絶 対的 に無差

別 的な労働 」(SdS.73)一 国防 と統治 を為 す精神 で あ る。 それ はヘーゲ ルが考 える

最高の 自由が実現 される境 位である。人間 はその本性一 「人倫性 としての人間的 自然」

に即 してこの 自由 に向 か う存 在であ る。 「人倫 の体系A」 に於 ける戦争の意義 を考

慮す るな ら、人間はそ の本性 に即 して死 に向か う存在 で ある と言 って も良 い(i)。人間的

自然 はそ れ 自身の人倫 性 を漸 次に、そ して結 局 は十 全に発揮 し、 「人倫 の体系A」 を構

築 し、 その一員であ る こ とに よって 自 らの真 実態 に到達す る。 そ の過程 に位置す る もの

は各 々の勢位 の下で の 「人倫 性 と しての 人間 的 自然 」の現れ に外 な らない。そ の様 々な

現れ は一 見偶 然的で 、 時に悲嘆 を時 に憤激 を喚起 す るや も知 れな いが、 しか し、それ も
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実際 は人 間の特殊 な意 志 や労苦 の所産で はな く、況 や人間の外 な る ものに よるもの で も

な く、 「人倫 性 と して の人 間的 自然」 による 自 ら成 る もの、 自ら存在す る ものであ る。

「人倫 の体系A」 も又 そうである。 これが 当時 のヘ ーゲルの一 オルテガの言葉 を使 え

ば 「信念 の体 系」 に成 って いた もので あ る。 とす れば、 「人倫 の体 系B」 には、

「人倫の体系A」 の構 築 を 目的 として 「人倫 性 と しての人間的 自然」 に託 されたヘ ーゲ

ルの戦略が描 かれてい る筈 である。

『人倫 の体系』 については、 しば しばその内容 とその形式との乖 離が指摘 されて きた。

それは、時 として内容 によって形 式が侵食 され破綻 を露 に しなが らも、結局 は最 後 まで

ヘーゲルが その形 式 に執着 したこ とを意味す る。 とす れば、 「人 倫性 としての人間的 自

然」 にヘ ーゲ ルが託 した戦略 を 『人倫 の体系 』の形式 に即 して見 定め るこ とも重要 とな

ろ う。嘗 て論 じた ように②、 「直観の 下へ の概念 の包 摂」の 勢位 に位 置付 け られ る 「書

かれざ る第一部」 を今 無視すれ ば、一 見三部構成 に見 える 『人倫 の体系』 も実 は二部構

成 である。第一部 と第 二部 は共 に 「書 かれ ざ る第一部」が位 置付 け られ た 「直観」 の勢

位が 「概 念の下へ包摂 され る」勢位 にあ り、 「人倫の体系A」 の構 築以前の様 々の相対

的統体 及びそ こに於 け る人間的 自然 を描 き出 す。第三部 は、第一 部 ・第二部が位 置付 け

られた 「概 念」 の勢位 が更 に 「直観 の下へ 包 摂 され る」勢位 にあ り、 「人倫 の体系A」

及 びそ こに於 ける人間 的 自然 を描 き出す。 「人倫 の体系A」 を含 む これ ら一切が 「人倫

の体系B」 に相 当す る。 では、 この 「人倫 の体系B」 の戦略 の内 で、第一部 は どの よう

な位置 を占めてい るのか。

1

人 間はその本性に即 して 「人倫 の体 系A」 を構築 し、その一員 へ と向か う存 在であ り、

死 に向か う存在 であ る。 その意 味す るもの は真 に自由な統体で あ り、真 に 自由な人 間で

あ る。 この 「信 念の体 系」 の下 で、ヘーゲ ル はこの真 に 自由な統 体、真 に 自由な人 間が

如何 な る境位 に於いて 、如何 なる仕 方で、如 何 なる もの として実 現 され得 るのか を追究

し続け た。 その際、現 実の世界 、現 実の人 間が不 自由な存在であ るこ とは既 定の事実認

識 であ る。 では、 自由 の 阻害要 因 とは一体何 なのか。 一般的に考 え得 るのは、第一 に人

間の外的 ・内的自然で あ り、第二 に人 間が 自ら形成す る(人 間 関係 の場 としての)社 会 ・

(人間的 自然 に とって 外的 な もの としての)国 家で あろ う。ヘー ゲル も又根拠 は別 と し
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関係 としての人 間的自然

てそ う考 えた と言 える 。前 者 につい ては、内 的 自然 に根源 的に規 定 された人 間が労働 や

道具 を媒語 と して対向す る(他 の人間 を含 む)自 然であ り、後者 につ いては、そ の内的 ・

外 的自然 に根 源的 に規定 され た 人間 が生 産物 や言 葉 を媒 語 と して構1築しつつ対 向する

(人間関係の場 として の)社 会 ・(人 間的 自然 に とって外 的な もの としての)国 家 であ

る。敦 れにせ よ、 そこ に生 じてい るのは相互 外在 性の下で の結合 、即ち 「関係」 対

自然 「関係」、対社会 ・対(外 的 な もの としての)国 家 「関係」 であ る。 「人倫 の

体系B」 の第一部 ・第 二部 はこの境位 を扱 う。それ故、第一部(そ して第二部)は 「関

係 に即 した絶対人倫」 と称 され る。

とすれば、ヘ ーゲル は人間的 自然 を三重 に 見てい ることになる。 即ち、第一 に外 的 ・

内的 自然 によって源初 的に 自由 を阻害 された不 自由 な人 間的自然 、第二 にそ の不 自由 を

止揚 する過程で(実 際 は第二の 自由の阻害要 因た る)社 会 ・(外 的な もの と しての)国

家 を形成 し、第二 の不 自由 を生み 出す 人間的 自然 、第三 にそれを も更 に止揚 してr人 倫

の体系A」 を構築 し、真 の 自由 を実現す る人 間的 自然。そ の敦 れ もが、 「自由の体系 」

を実現 し自らの真実 の権利 に到達す る もの と しての 「人倫性 としての人間的 自然」 それ

自身の現 れ なの であ り、その発展的展 開の一部 なのであ る。即 ち 、人間的 自然 は第一の

自由の阻害要因 たる外 的 ・内的 自然 の下 で、先 ずそれ を克服 しよ うとし、そ の過程 で社

会 ・(外 的 な もの としての)国 家 を生 み出す が、に も拘 わ らず、 この第一の 自由の阻害

要 因を克服 しよう とした社 会 ・(人 間的自然 に とって外的 な もの としての)国 家 の下で

再 び自由 を阻害 され、斯 くして、そ の第 二の 自由の 阻害要 因であ る社会 ・(人 間的 自然

に とって外的 な もの と しての)国 家 を更 に克 服 すべ く 「人倫 の体 系A」 を構築す るので

ある。但 し、言 うまで もな くこの展 開の過程 で、人間的 自然 に とっての 自由 の意 味は 自

然 的特殊 的 自由か ら人倫 的普遍的 自由へ と発展的 に変化 している。

「人倫 性 と しての人 間的 自然」が その発展 的展 開 に於い て自 らの自由 をそ の都度実 現

す るべ く生み出す主 な構成体 は実質的 には体 系期 のそれ と違 わな い。即ち、家族 ・市 民

社会 ・国家であ る。但 し、家族 ・市民社会 は 国家不 在 を前提 とし、家族 は市民社会 に実

質上 は先 行す るが、形 式上 は後続す る。 この三者 に於い て決定 的 な裂 け 目を成 している

の は、全 体が二部構成 であ るの に呼応 して、家族 ・市民社会 と国家 との間で ある。 この

裂 け 目を前政治 的人 間 的 自然 と政治 的人 間的 自然 との裂 け 目と言 うこ とも出来 る。国家

が政治 的な人間的 自然 に よる構城 体で ある(第 三部)の に対 し、 家族 と市民社会 は共 に

前政治 的な人間的 自然 に よる構 成体で ある(第 一部 ・第二部)。 又 、後 者の内、家族 が
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形式上 は兎 も角、実質上 、前社会 的な自然 的人間 的自然 に よる構成 体 であるの に対 して、

市 民社 会 は社会 的な人 間的 自然 に よる構 成体 であ る。敦れ にせ よ この両者 に於 いては人

間は 自然的或 は法律 的 ・経済的必然性 の下に ある。それ に対 して 、前 者 はこの必然性 を

自らの内 に止揚 した 「自由の体系」 であ る。

家 族 ・市民社会 ・国家 の各 々を貫 く論理 、或 はそれ ら各 々を構 成す る人間的 自然 の各 々

を貫 く論理 を自然 の論 理 、法律 と経済 の論理 、政治の論理 と、そ して これ ら総 てを統 べ

る発 展的展 開の全体 、即 ち 「人倫の体系B」 を貫 く論理 を 「人倫 性 と しての人間的 自然」

の論理 と言 って良い な ら、 自然 の論理 或 は、それに貫かれた 人 間的 自然 を法律

と経済 の論理 或 は 、それに貫かれ た人間 的自然 が包摂 し、 自然 の論 理 を包摂 し

た その法律 と経済の論 理 を更 に政治の論理一-或 は、それに貫か れ た人 間的 自然 が

包摂 する と言 う、 「人倫性 と しての人間的 自然」 の論理の発展 的展 開が 「人倫 の体系B」

に於い て論述 され ることになる。

II

「人倫の体系B」 第一部で は 「直観 が概念 の下へ包摂 され る」(SdS.15、 「書 かれ ざ

る第一部」が 「直観 の 下への概念 の包摂」 で あ り、 「概念 ⊂直観A」 と略記で きる とす

れば、 この第一部 は 「(概 念 ⊂直観)⊂ 概念A」 と略記で きる)。 その場 合、直観 と概

念 とに各々二つ の意 味 を看 て取 るこ とが 出来 る。即ち、直観 は統 一(無 差別)で あ り、

それが 内な るもの に留 まってい るの だが、 そ の統一 とは特殊的 な もの と特 殊的な もの と

の統一(無 差別)を 意 味 する と共 に、特殊 的 な もの と普遍的 なもの との統 一(無 差別)

をも意 味す る。他方 、概念 は多様性(差 別性)で あ り、それが表面 に現れているのだが、

その多様i生とは特殊的 なもの と特殊 的な もの との多様性(差 別性)を 意味す る と共 に、

特 殊的 な もの と普遍的 な もの 特殊 的な もの と対置 される限 り、それ 自身が特殊 的な

もので はあ るが との多様性(差 別性)を 意味す る。従 って、 「直観 が概念 の下へ 包

摂 され る」 とは、第一 に 「特殊 的な もの と特殊 的な もの との統 一(無 差別)」 が 「特殊

的な もの と特殊 的な もの との多様性(差 別性)」 の下へ包i摂され るこ とであ り、第二 に

「特殊 的 な もの と普 遍 的な もの との統一(無 差 別)」 が 「特殊 的 な もの と普遍 的な もの

との多様 性(差 別性)」 の下へ包摂 される ことであ る。

そ して、統一(無 差 別)は 決 して無で はな く、多様性(差 別性)の 内な るもの として
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関係 と しての人間的 自然

常 に既 に存在 す るもの で ある限 り、統一(無 差別)が 多様性(差 別性)の 下へ包摂 され

るとは、 多様 な ものが 差別 的であ る限 りで統 一 される こと、即 ち 「関係」 す ることを意

味す る。従 って、第一 に特殊 的な もの と特殊 的な もの との 「関係 」が 、第二 に特殊 的な

もの と普遍 的 なもの との 「関係」 が、 この二重 の包 摂の意味す る ところである。それ故、

既述 のよ うに、第一部 には 「関係 に即 した絶 対 人倫」 と表題が付 け られる。そ してこの

二つ の包摂 が第一部 の二 つの勢位 を成 す。

そ の第 一部 「関係 に即 した絶対 人倫 」 は 「自然 的人倫」 とも換 言 され る(SdS.17)。 で

は、 この 「自然」(以 下r自 然A」)と は何 を意味す るので あろ うか。 「最初 に、直観

が概念 の下へ包摂 され ねばな らない。 その こ とに よって絶対 人倫 は自然 として現 れる。

と言 うの は、 自然 そ れ 自身 が 概念 の 下へ の直 観 の包 摂 に外 な らな い か らで あ る」

(SdS.15)と ヘ ーゲル は言 う。 つ ま り、 「自然A」 とは 「人倫性 としての人 間 的自然 」が

その最 も低 位の勢位 に ある ことを意味 し、む しろ 「人倫的 自然」 の下 での その低 次

に置 かれた であ ろう一-「 自然 的 自然」 との最近接 を意 味す るis}。それが 「関係」 の下

にある 人間的 自然 なので あ る。 それ は第三 部 「人 倫」 が 「直 観の下 へ の概念 の包摂」

(ここで言 う 「概 念」 とは、第一部 「(概念⊂直観)⊂ 概念A」 に於 ける後者の 「概念」

を意 味す るが故 、この 第三部 は 「((概 念 ⊂ 直観)⊂ 概念)⊂ 直 観A」 と略記 で きる)

であるの と対 を成す 。

一 方
、 「自然」(以 下 「自然B」)が 「直観 の下への概念 の包 摂」(以 下 「概念 ⊂直

観B」)を 意味す る場 合 もあ る。 それは第一部 「自然A」 の下 で の 「無差別」 としての

自然性 を意味す る場 合 であ る。即 ち、第 一部 「自然A」 の第一勢 位 は 「直観 と しての 自

然 的人倫 」であ り、そ れは 「自然 的人倫 の全 くの無差別」 とも、或 は 「本来 の自然」 と

も言 い換 えられ るのだが(そ の他 、SdS.18,26)、 この 「直観 」 ・「無差別」とは、普遍 的

なものが まだ特殊的 な もの と特殊的 な もめ との関係の 内なるもの と して隠された ままで、

特殊 的な もの と無差 別 であ ることを意 味 し、普 遍的 な ものが特殊 的な もの と特殊 的な も

の との 関係 か ら立 ち現 れ、 そ の上 方 に立 ち昇 り、 これ を支配す る第 一部 第二勢 位 一

「概念 の下へ 直観が包 摂 され る」勢位(以 下 「(概 念 ⊂直観)⊂ 概念B」)-に 対 し

て対 を成す もの である 。その ことは、第一勢位 を第二勢位 と比較 対 照 して、ヘ ーゲルが

「統 一、普 遍的 な ものが 内な るものであ る」(SdS.17)と 言 ってい る ことか ら も明白であ

る。

以上 よ り、第一部 「自然A」 の勢位 を更に二 つの勢位 に分 ける こ とが出来 る。一 つは
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この 「自然A」 の下で の 「概念 ⊂直観B」(「 自然B」)で あ り、 もう一つ は同 じ 「自

然A」 の下で の 「(概 念 ⊂直観)⊂ 概念B」 であ る。 この各 々が 第一部の第一.,,位と第

二勢位 を成す訳 である 。そ して、 この下位 の 勢位 に於い ては、 「直観 」 は、普遍 的な も

のを内に内在化 し、そ の点で普遍的 な もの と無差別 な 「特殊 的な もの」 を意味 し、 「概

念」 は、その 「特殊 的 な もの」 と 「特殊 的な もの」 との 「関係」 か ら立 ち現 れ、その上

方 に立ち昇 り、 これ を覆 う、その点 で 「特殊 的な もの」 に対 して差 別的 な 「普遍 的な も

の」 を意味す る。従 っ て、第一.,位 「自然B」 は まだ 「普遍 的な もの」が内 なる もの と

して隠れた ままの、 「普 遍的 なもの」 と無 差 別な 「特殊 的な もの」 と 「特殊 的な もの」

との 「関係」で あ り、 第二勢位 は、 その 「特殊 的な もの」 と 「特 殊 的な もの」 との 「関

係」 か ら立 ち現 れ、そ の上方 に立 ち昇 り、 これ を覆 う 「普遍 的な もの」 とそ の 「特殊 的

な もの」 との 「関係」 であ る。 しか し、勃 れ の領 域 も依然 として 「自然A」 の勢位 に留

まってい る。

皿

第一部の 基底 に置 か れた人間的 自然 は 「衝動」 であ る(SdS.17)。 「衝動 」 が人 間的 自

然 の本質的規定性 であ る、そ うヘ ーゲルが見 な した訳で は勿論 な い。それ は確 かに人間

的 自然 の規定性 の一つ ではあ るが、飽 くまで 人間的 自然 の 「自然A」 的 な規定性 、言い

換 えれば 「関係」 の下での人 間的自然 の規定性で しかない。

しか し、 ここには二 つ留意すべ き点 がある 。第一 に 「衝動」 は 「関係」の下 での人間

的 自然 の規定性 である と同時 に、人 間的 自然 の更な る発展 的展 開 を必 然的 にす る ような

規定性 で もあ る と言 う点 で ある。 そ の必然 的な更 な る発展的 展 開の 先 に あるの は勿 論

「人倫」 であ る。 つ ま り、 「衝動」 は 「人倫性 としての人 間的自然」 がその 「人倫性」

を十 全に発揮す る以前 の規定性で ある とは言 いなが ら、 しか し確 かに 「人倫性」 である

限 りでの人間 的自然 の 一つの規定性 なのであ る。それ故、ヘ ーゲ ルは第一部 の第一勢位

と第二勢位 を一括 りに して次 の よう に言 う、 「敦 れに 於いて も、人 倫 は衝動 で ある」

(SdS.17)と 。即 ち、 「衝動」 は 「人倫 」 と無縁で は な く、飽 くまで 「人倫 性 と して の人

間的 自然」が 「自然A」 の境位 に於い て現 れた もの なの である。 「人倫」性 が 「自然A」

の勢位 に於 いて現 れ る正 にこの人倫的衝動(衝 動 と しての人倫)と で も言 うべ きものが、

第一 部の根 底 にあって第一部 を動 か してい るもので ある。
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関係 と しての人間的 自然

とは言 え、 その 「人 倫」性 を十 全に発揮 す る以前 の人間的 自然 は飽 くまで単 に主体 的

であ る限 りで の 「衝動 」で あ り、正にそれ故 に客体へ と 「関係」 してい くに過 ぎない。

主体 と客体 とは人倫性 と しての人間的 自然の 十全 な発揮 に於いて は絶対 的に統一 され る

が、 「自然A」 の下で は依然 「関係」 の内 に留 まるに過 ぎない。 主体 と客体 の 「関係」

の内 にあ るが故 に、 「衝動」 は絶 えず充足 を求め て主体 であ る限 りで の自己 を超 出 しな

が らも、・しか しその都 度客体 に於 いて不満 足 を見出す 悪無 限的な ものであ り(SdS.17)、

自らを絶対 的には充足 させ る ことのない相 対的 な 「衝動 の統体」 を形 成するに過 ぎない。

この悪無限が第 一部全編 を貫 いているのであ る。

第二 に留意すべ きは 、 「衝動」 は第一部 を通底す る、それ故第 一部 の通奏低 音 となる

人間的 自然で あるが、 第一部 の下位 の勢位 に於い ては、更 に特殊 な規定性 に於いて現 れ

る と言 う点で ある。例 えば、第一部 の第一勢 位、即 ち 「人倫の体 系B」 の端 緒は人 間的

自然の二重の 「自然 」 を境位 とす る。即 ち、 第一 に 「自然A」 。 それ は統 一(無 差別)

が 多様性(差 別性)の 下へ包摂 された 「関係Jで ある。その限 りで は人 間的 自然 は 「衝

動」 で あ る。 第二 にその 「自然A」 の下で の 「自然B」 。 そ れは 「自然A」 と しての

「関係」の下 で、普遍 的 な ものが 内なる もの として隠された まま、その普 遍的な もの と

無 差別な 「特殊 的な もの」で ある。 この二重 の 「自然」 の境位 に位置す る人間的 自然 と

は 「全 く個 別的 で特殊 的な もの」 と しての 「感情 」(SdS.18)で あ る。 こ の 「感情」 が第

一 部第一勢位 の根底 にあ って
、 これ を動か している ものであ る。

それ故、人 間的 自然 の最 も源初 的な統体 と してヘ ーゲルが論 じるの は 「感情 」の 自然

的 「統 体」(SdS.20)で ある。 「感 情」 の 自然 的 「統体 」 はそれ 自身特殊 的 な もの と特 殊

的な もの との主体 一客体 「関係」 に於 いて無差別→差別→ 統一 と言 う展 開を取 る。即ち、

a)「 自然的無差 別(無 差別的感情)の 統 体」(直 観 の下へ の概 念 の包摂。 以下 「概念

⊂直観C」)→b)「 自然 的差別(差 別的感 情)の 統体」(概 念 の下への直観 の包摂。

以下 「(概 念 ⊂直観)⊂ 概 念C」)→c)「 自然的統一(統 一的 感情)の 統体」(直 観

の下へ の概念 の包 摂。以 下 「((概 念 ⊂直観)⊂ 概 念)⊂ 直 観C」 或 は 「概念=直 観

C」)と 言 うよ うに。 ヘーゲ ルはa)「 自然 的無差別(無 差 別的 感情)の 統体」 として

「欲求 一労働 一享受」(SdS.19)と 言 う 「感 情」 の主体 一客体 の無 差別 的統 体 を 「感情 の

形式 的概 念」(SdS.18)と 称 して論 じ、次 にb)「 自然 的差 別的(差 別的感情)の 統 体」

として 「労働 一生産物 と占有 一道具」 と言 う 「感情Jの 主体 一客体 の差 別的統体 を論 じ、

最後 にc)「 自然 的媒 介 的統一(統 一 的感 情)の 統体」 として α)異 性 に対 して性 的 に
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関係 し、子 供 を儲 ける(媒 語 とす る)こ とで実在 的な もの と成 る両性 間の無差別 的統体

(「男性-子 供 一女性 」)、 β)道 具 を介 して(媒 語 として)労 働主体 が物 を加工す る

ことで実在 的な もの と成 る労働 の差別的統体(「 労働 主体 一道具-物 」)、 γ)言 葉 を

交 わ して(媒 語 と して)コ ミュニケー トす る こ とで実在 的 なもの と成 る知性 の媒介 的統

体(「 知性 一言葉 一知性 」)と 言 う 「感情」の三 つの主体-客 体 の媒 介的統体 を論 じる。

斯 くて 「関係 」 を 成立 させ る抑 々の 発端 にあ る人 間的 自然 は 「衝動 」 で あ り、 更 には

「感情」 感性の衝 動 であ り、又更 に は 「欲 求」 欠乏 の感情 であ り、 そ

の限界内で各 々 「統体」 を形 成す る。

斯 くて成立 した特殊 な もの と特殊 な もの との 「関係」 の下での 「統体」 として、ヘ ー

ゲルは既 に実 質的 に 「家族」 を論 じてい るよ うに見 える。 しか しヘ ーゲルにそのつ もり

はない。 「男性 一子供-女 性」 と言 う統体 は まだ 「自然B」 的 な、つ ま り 「感情」 に基

づ く結合体 に過 ぎず、 従 って偶然 的な統体で あ り、普遍 的永 続的 な契機 が欠けてい るか

らであ る。 そ して、最 後の 「知性-言 葉 一知 性」の 「統体」 は既 に、人 間的 自然 が 「男

性 一子供一女性」 の 「自然B」 的結合 体 を去 り、そ れを超 えて(「 感情」 を止揚 した)

「知 性」 に由来 する社 会的領域、即 ち普遍性 を登:場させ る第二勢 位 に足 を踏 み入 れ る契

機 で もあ る。第二 勢位 に於いて はそれ故(「 感情」 を統合 した)「 知性」 の社会 的 「統

体」 が構 成 される。そ れ も又それ 自身特殊 的 な もの と普遍 的な もの との主体 一客体 関係

に於 いて無差別→差 別→ 統一 と言 う展 開 を取 る。即 ち、a)「 社 会 的(特 殊 一普 遍)無

差別 的統 体(無 差別 的知性 の統体)」(「 概 念 ⊂直観C」)→b)「 社 会的(特 殊-普

遍)差 別 的統体(差 異 的知性の統体)」(「(概 念⊂直観)⊂ 概 念C」)→c)「 社会

的(特 殊 一普遍)媒 介 的統 一(統 一 的知性)の 統体 」(「((概 念 ⊂直観)⊂ 概念)⊂

直観C」 或 は 「概念=直 観C」)と 言 う ように。 「知性」の社会 的 「統 体」の終着 点で

あ る 「社 会的媒介 的統 一 の統体」 は α)「 貨 幣」 を媒 語 とす る商 業取 引の普遍的統体 、

β)「 人格 」 を媒語 とす る法 的承認 の普 遍的統体 、 γ)「 子供」 を媒語 とす る 「家族」

であ る。 「家族 」 は決 して 「感情 」のみ に基 づ く私 的統体 で はな く、財 産の共有、婚姻

の社会 的承 認、子供 を通 じての永続性 と言 う普遍性 に基づ く社会 的統 体であ り、 「知性」

に於いて 「自然 が容れ 得 る最高 の統体」(SdS.45)で あ る。斯 くして 「市 民社会 的統 体」

と 「家族」 が構 成 され る。 この(「 感情」 を止揚 した)「 知性」 が第一部 第二勢位の根

底 にあ って、 これ を動か している もので ある。

以上 よ り、第 一部 は、人 間的自然 の内 なる 「人倫 的衝動(衝 動 と しての人倫)」 が正
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関係 としての 人間的 自然

にその 「自然A」 の限 界の故 に 「人倫」 と してで はな く 「感情」 と 「知性」 と

して、諸 々の相対 的な 統体 最終 的には、 家族 と市民社会 的統 体 を構成 す る過程

を論述す る。両 者の違 い は、 「感情」 に於い て は人 間的 自然 が特 殊的 な もの として特殊

的な もの と しか関係 し得 ないのに対 して、(「 感情Jを 止揚 した)「 知性」 に於い ては

人間的 自然が 、形式的 な ものではあれ、普遍 的な もの と関係す る と言 う点にあ る。以上

を踏 まえて 『人倫の体系』 第一部の構 成 を整理 すれば、以下 の ようになる。

第一部(「(概 念 ⊂直観)⊂ 概 念A」=「 自然A」)

「関係 に即 した絶対 人倫」或 は 「自然的人倫」-「 衝動 」 の統体

1)第 一勢 位(「 概念 ⊂直観B」=「 自然B」)

:特 殊 的な もの と特殊 的な もの との 「関係」 一 「感情」 の 自然的統体

a)第 一勢位(「 概念 ⊂直観C」):「 感情」の 自然 的主体-客 体無差 別的統体

二 「α)欲 求-β)労 働-γ)享 受」統体

b)第 二勢 位(「(概 念 ⊂直 観)⊂ 概念C」):「 感情」 の自然 的主体 一客 体差別

的統体

:「 α) .労働 一 β)生 産物 と占有-γ)道 具」統体

c)第 三勢 位(「((概 念 ⊂ 直観)⊂ 概 念)⊂ 直観C」):「 感 情 」 の 自然 的主体

-客 体媒介 的統一 の統体

α)「 男性-子 供 一女性 」 統 体-β)「 労 働主 体 一道 具-物 」 統 体 一γ)「 知

性 一言葉 一知性」統体

2)第 二勢位(「(概 念 ⊂直観)⊂ 概 念B」)

:特 殊的 な もの と普遍 的な もの との 「関係」 一 「知性」 の社会 的統体

a)第 一勢位(「 概念 ⊂直観C」):「 知性」 の社会的特殊-普 遍無差別 的統 体

「α)機 械 的労働 一 β)過 剰生産物-γ)所 有」統体

b)第 二勢 位(「(概 念⊂直 観)⊂ 概念C」):「 知性 」 の社会 的特 殊-普 遍差 別

的統体

.「 α)交 換-β)履 行-γ)契 約」統 体

c)第 三勢 位(「((概 念 ⊂直観)⊂ 概 念)⊂ 直 観C」).

-普 遍媒介 的統一 の統体

α)「 貨 幣 を媒語 とす る商業 取引 の普 遍的統 体」 、 β)
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的承認 の普遍的 統体」 、 γ)「 子供 を媒語 とす る 『自然が 容れ得 る最 高の統 体』

と しての家 族」

N

「人倫 の体 系B」 がその構 成を最終 目的 とす る 「人倫 の体系A」 に於いては、 「関係」

と しての人間的 自然、 即 ち 「衝動」 は文 字通 り止揚 され る。に も拘 わ らず、人間は先ず

は 「自然A」 的 「自然B」 的存在で あ り、人 間的 自然 は先 ずは 「関係」 の境位 にあ り、

即 ち 「衝動」 ・ 「感情」 ・ 「欲求」 である。 それは一見単 なる快 楽主義 的個 人主義 的端

緒で しか ないよ うに見 える。 しか し、その内 なる もの と して社 会性 、更 には人倫性 が隠

されてい る。 そこか ら、人間的 自然 は自 らの 充足 を保証す る統体 一 家族、取 り分 け市

民社 会的統体 を形 成 し維 持 し、先ず その本性 的社 会性 を顕在 化 させ る。 その 限 りで

は、市民社会的統体 は 人間的 自然 が 自らの 内 か ら不 可避的 に生成 させ る 自生的秩序で あ

る。 しか し、 それで済む なら 「人倫 の体系B」 の論 述は ここで終止 し、 「人倫の体 系A」

の構成 と言 うヘ ーゲル の意 図はその所在 を失 う。実 際には、人 間的 自然 は市民社 会的統

体 としての 自らに規制 され、 自 らを不 自由 にす る。 その限 りで は、市民社会 的統体は規

制的秩序 である。 そ して終 には、人間的 自然 はその本性 的人倫性 を十全 に発揮 して、そ

の市民社会 的統 体 を止 揚 し、 それ を 「人倫の体 系A」 の内にその 不可欠 な契機 として統

合す る。 「人倫 の体系B」 の構成 を市民社 会 的統体 に的 を絞 って 意味付 けるな ら、市民

社会的統体 の不可避性が第一部に於い て正 に 「関係 に即 した絶対人倫」 として論 じられ、

その否定性が第 二部に於 いて論 じられ、 その不可 欠性が第三部 に於 いて論 じられるこ と

になる。本稿 で はその 内容 を詳述す る余裕 は ないが、 これがヘ ー ゲルが呈示す る 「人倫9

性 としての人間 的 自然」 の論 理であ る。

「人倫 の体系A」 の理念 の抱懐 と共 に、市 民社会 的統 体の この 「不可 避性」 ・ 「否定

性」 ・ 「不 可欠性」 と言 う三重 の認識 こそが 、ヘ ーゲルを して 「人倫 の体系B」 を執筆

せ しめた根本 の動機で あ った。 その際、ヘー ゲ ルの眼前 に強固 な形で展 開 されてい る市

民社会 的現 実に対す る事実認識が 当然 その下 敷 きになっている。 ヘーゲ ルはその市 民社

会的現実 をその思想 か らその出自か ら 「関係」 と捉 え、その限界 をその根拠 か ら見定 め、

その上で 「人倫 の体系A」 の理念 を抱懐 した 。抑 々人間 の生 きる情況が 人間が紡 ぐ思索

の糸 とその糸 で綴 れ織 られた理念 と無縁 である筈は ないのであ る。

この点で、 「人倫 の体系B」 には最初 か ら両面作 戦があ った。 即ち、一つ は 「関係」
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関係としての人間的自然

と して の市 民社会 的統体 を人 間 的自然 か ら構 成す る と言 うこ と、 もう一 つは 「関係」

(「(概 念 ⊂直観)⊂ 概念A」)と 「無差 別」(「 直観」)の 「統 一」(「((概 念 ⊂

直観)⊂ 概念)⊂ 直観 」A)と しての 「人倫 の体系A」 を正 に同 じ人間的 自然 か ら構 成

す る と言 う こと{4}、つ ま りこ の両者 を、 人間的 自然 は一 つで ある以上、 同 じ唯一の 人間

的自然 に基礎 付 ける と言 うことで ある。前者 の構 成の為 だけな ら、単 なる快 楽主義的個

人主義的根 拠 を設定すれ ば良い。つ ま り、単 なる自然 的特殊的欲求か ら出立すれ ば良い。

或は、後者の構成の為 だけな ら、単 なる非快楽主義的 な共 同体的根拠 を設定すれ ば良い。

つ ま り、単 なる自然 的共 同性か ら出立す れば 良い。 しか し、 ヘー ゲル はこの二 つの根 拠

を常 に既 に人 間的 自然の 内に植え付 け て置 かねば ならない。つ ま り、端緒 に於い て既 に、

特殊性 と普遍性、言 い換 えれば個人 と全体(民 族)と の通底 を呈 示 しておか ねばな らな

い。何故 な ら、市民社 会 的統体 を自らの契機 として止揚す る 「人倫 の体 系A」 の構成 こ

そが 「人倫の体系B」 の 目標 だか らで ある。結 局、既述の ように 、ヘーゲ ルは一見 単な

る快楽 主義的な個人 主義 的 に設定 され た端緒 の人間的 自然 の内に 、端 緒 に於 いては内な

る もの として隠 されて はい るが、それ 自身 を より高次 に発展 させ る非快 楽主義 的な共同

体 的本性 を植 え付 けて置 くことになる。即 ち 、第一部の全般 的な規 定であ る 「関係」 に

於 いては、確 か に、 「人倫 」即 ち民族 は人間 的 自然の内 に深 く一 一即 ち、隠 れて 埋

め られ、概念 の多様性 及 びその絶対 的運動 が 人間的 自然 の一 一 表面 に現 れているが

(SdS.15)、 正 に それ 故 、 「人倫」 即 ち 民族 は 全 くの無 なの で はな く、 その 「関係」 の

「内なる もの」 と して常 に既 に存在 している のであ る。 これ を、民族 は人間 的自然 の内

に潜在 的に前 提 され て いる と言 って も良 い。 あるいは、特殊 的欲 求 の根底 には、 人倫性

が内 なる もの として埋 め られてい ると言 って も良い。それ故 に、 人 間的 自然 は 「人倫性

と しての人間的 自然」 なのであ る。但 し、 こ のこ とは 「人倫 の体 系,B」 を個人史 と して

読 むべ きこ とを意味 しない。それは 「人倫性 としての人間的 自然 」 の論理 的発展史 とし

て読 まれ るべ きもので ある。

「人倫性 としての人 間的 自然」 の この本質 的二重性 を論 じる上 で採 られた論理 的装置

が 「直観 と概念 との相 互包摂」 と言 う論理で あった。その包摂の 如何 に よって、時 には

「概念」(多 様性)が 顕在 し 「直観」(統 一)が 潜在 し、時 には 「概念」 が潜在 し 「直

観」が顕在 する。その こ とは各勢 位 に於 ける人 間的 自然 が決 して 一重 ではな く、常 に既

に重層的 に二重 であ り、 「直観」 と 「概念」 か ら成 る二肢 的構 造 を有 してい ることを意

味す る。 「概念 」 と 「直観」 との この二肢性 が人 間的 自然 に於け る 「関係」(第 一部 ・
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第二部)と 「(関 係 を止揚 した)人 倫」(第 三部)と 言 う 「人倫の 体系B」 の二肢性

(「書 かれざる第一章 」 を含 めれば、三肢性)を 支 えてい る。即 ち、 「(概 念 ⊂直観)

⊂概念A」 と言 う論理 的契機 には 「関係」 に於 ける人間的 自然 の現れ が、 「((概 念 ⊂

直観)⊂ 概念)⊂ 直観A」 と言 う論理的契機 には 「(関 係 を止揚 した)人 倫」 に於 ける

人 間的自然 の現れが対 応す る(「 書かれ ざる第 一章Jは 「概念 ⊂直観A」 に対応)。 そ

れ故、 第一部 に於 ける 人問的 自然の現れ としての 「衝動」 は 「関係」 の下での現 れであ

るが、顕在 と潜在 との交替 に よって 「人倫」 の下での人間的 自然 の現 れへ と転換す る性

質 の ものであ る。 「衝 動」 は 「人倫 は衝動 で ある」 と言われ る限 りでの 「衝動」 なので

あ る。 「主体 は、 この感情 、そ して分離 の内 に定立 された 関係 に も拘 わ らず、 自体 的に

は無差 別的 な もの に留 まる」(SdS.19)と 言 う言葉 も同様 の消 息 を伝 えて い る。 そ して、

この両者 は飽 くまで 「人倫 性 としての 人間的 自然」 であ る点で常 に既 に底 に於 いて通 じ

ているのであ る。

しか も、顕在 と潜在 との この交替 は単純 な交 替、 「直観」 と 「概念」 との単純 な入れ

替 わ りではない。 この 二重 の二肢性 は対等 な 二肢性 で はな く、 「直観」 は 「概念」 に優

越 し、 「((概 念 ⊂直観)⊂ 概 念)⊂ 直観A」 は 「(概 念 ⊂直観)⊂ 概 念A」 に優越 す

る。即 ち、 この交替 は発展 的交替、発展 的入 れ替わ りなの である 。 「衝動」 は 「人倫性

としての人間的 自然」 が 「関係」=「 自然A」 性 に於いて現 れた ものであ り、 「人倫」

は、 「人倫性 と しての 人間的 自然」が 「関係 」=「 自然A」 性 の止揚 に於い て、即 ちそ

の 「人倫性 」の十全 な発展的展 開に於 いて現れた ものなのである。

※本稿 は拙 稿 「直観 と概念 との相互包摂 『人倫の体系』 の構成 」(『 哲学』 第46号

所 収)の 続編で あ り、表記の仕方等 は全面的 にこれに依 拠 してい る。

註

(1)拙 稿 「戦争 と国家 イエナ時代初期のヘーゲルの戦争論一 」(『 哲学論叢』第XX号 所収)

参照。

(2)前 掲拙稿 「直観と概念 との相互包摂 『人倫の体系』の構成」参照。

(3)・(4)拙 稿 「人倫的自然の真実の権利」(『 哲学論叢』第XVIII号所収)参 照。

〔哲学博士課程学修〕

一50一



Die menschliche Natur nach Verhaltnis 
- Der erste Teil des Systems der Sittlichkeit , 

                   seine logische Stellung

Toshiaki SAITO

  Das System der Sittlichkeit ist Hegels Versuch, die Idee der absolutes Sittlichkeit 

zu erkennen. Fur Hegel ist die Idee der absoluten Sittlichkeit selbst nichts anders als 

die Identitat der Anschauung and des Begriffs. Die Anschauung ist logisch die Einheit, 

der Begriff ist logisch die Mannigfaltigkeit. Im ersten Teil des Systems der Sittlichkeit 

wird die Anschauung unter den Begriff subsumiert, wodurch die Anschauung das 

Innere bleibt, der Begriff an die Oberflache tritt, and so bleibt die Einheit Innere, and 

die Mannigfaltigkeit tritt an die Oberflache. 

  Nach Hegel ist die logische Grundbestimmung dieser unvollkommenen Einheit 

das Verhaltnis. Die menschliche Natur also erscheint nach Verhaltnis. 

  Die vorliegende Untersuchung zielt darauf ab, durch Auslegung des ersten Teils 

des Systems der Sittlichkeit die menschliche Natur nach Verhaltnis and ihre logische 

Stellung im System der Sittlichkeit offenbar zu machen.
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